
   

 
 

豊島区地域公共交通計画策定に向けた調査検討委託 
プロポーザル実施要項の一部変更について 

 

1. 8（1）参加受付（実施要項 2 頁） 

受付期間の変更 

 変更前 

令和 7 年 3 月 11 日（火）午前 9 時～令和 7 年 3 月 25 日（火）午後 5 時まで 

 変更後 

令和 7 年 3 月 11 日（火）午前 9 時～令和 7 年 3 月 31 日（月）午後 5 時まで 

 

2. 9 企画提案書の提出者の選定（実施要項 3 頁） 

通知書の通知日の変更 

 変更前 

令和 7 年 3 月 31 日（月）以降 

 変更後 

令和 7 年 4 月 4 日（金）以降 

 

3. 11（1）企画提案書等の提出（実施要項 4 頁） 

企画提案書等の提出期間の変更 

 変更前 

令和７年４月１日（火）午前９時～令和７年５月１日（木）正午まで 

 変更後 

令和７年４月 7 日（月）午前９時～令和７年５月１日（木）正午まで 

 

4. 12（1）①参加資格及び業務実績、書類の様式に係る質問受付期間（実施要項 5 頁） 

質問期間の変更 

 変更前 

本要項公表日から令和７年 3 月 31 日（月）午後 5 時まで 

 変更後 

本要項公表日から令和７年 4 月 11 日（金）午後 5 時まで 

 

5. 12（2）②企画提案書に係る質問受付期間（実施要項 5 頁） 

質問受付期間の変更 

 変更前 

令和７年３月３1 日（月）～令和７年４月７日（月）午後５時まで 

 変更後 

令和７年 4 月 4 日（金）～令和７年４月 11 日（金）午後５時まで 

 



   

 
 

6. 12（2）③企画提案書に係る回答方法及び回答日（実施要項 5 頁） 

回答日の変更 

 変更前 

質問及び回答をとりまとめたうえで、令和 7 年 4 月 10 日（木）までに全提案予定者に

対し電子メールにより通知する。 

 変更後 

質問及び回答をとりまとめたうえで、令和 7 年 4 月 16 日（水）までに全提案予定者に

対し電子メールにより通知する。 

 

7. 17 プロポーザルの日程の変更（実施要項 9 頁） 

（1） 参加意向申出所の提出期間の変更 

 変更前 

令和 7 年 3 月 11 日（火）午前 9 時～令和 7 年 3 月 25 日（火）午後 5 時まで 

 変更後 

令和 7 年 3 月 11 日（火）午前 9 時～令和 7 年 3 月 31 日（月）午後 5 時まで 

（2） 参加資格確認結果通知書・プロポーザル関係書類提出要請書の送付 

 変更前 

令和 7 年 3 月 31 日（月）以降 

 変更後 

令和 7 年 4 月 4 日（金）以降 

（3） 企画提案書等に関する質問受付 

 変更前 

令和７年３月３1 日（月）～令和７年４月７日（月）午後５時まで 

 変更後 

令和７年 4 月 4 日（金）～令和７年４月 11 日（金）午後５時まで 

（4） 質問回答 

 変更前 

令和７年４月１０日（木） 

 変更後 

令和７年４月 16 日（水） 

（5） 企画提案書等の提出 

 変更前 

令和７年４月１日（火）午前９時～令和７年５月１日（木）正午まで 

 変更後 

令和７年４月 7 日（月）午前９時～令和７年５月１日（木）正午まで 

 

※変更後の表は次頁のとおり 

 



   

 
 

令和７年３月６日（木） 第１回業者選定委員会 

令和７年３月１１日（火） 実施要項の公表 

令和７年３月１１日（火）午前９時～ 

令和７年３月３１日（月）午後５時まで 

参加意向申出書等の提出 

令和７年４月４日（金）以降 参加資格確認結果通知書・プロポーザル

関係書類提出要請書の送付 

令和７年４月４日（金）～ 

令和７年４月１１日（金）午後５時まで 

企画提案書等に関する質問受付 

令和７年４月１６日（水） 質問回答 

令和７年４月７日（月）午前９時～ 

令和７年５月１日（木）正午まで 

企画提案書等の提出 

令和７年５月１９日（月）  第２回業者選定委員会 

・書類審査 

令和７年５月２１日（水）以降 書類審査結果通知送付 

令和７年６月１０日（火） 第３回業者選定委員会 

・プレゼンテーション・ヒアリング審査 

令和７年６月１２日（木）以降 プレゼンテーション・ヒアリング審査結

果通知送付 

令和７年６月中旬以降 審査結果の公表・契約締結 

【変更後の日程予定表】 
※変更となった日程は赤太字部分 

17 プロポーザルの日程（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


